
 

６月は「食育月間」です！ 
 

毎年６月は、「第４次食育推進基本計画」（令和３年３月食育推進会議決定）において「食

育月間」として定められています。この「食育月間」に、食育の普及啓発を目的として、標

語及び図画・ポスターコンクールを実施します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ お問合せ先 県民くらしの安全課 食の安全安心担当 （電話：019-629-5270） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度のテーマは、両コンクール共通で「いただきます」です。 

≪応募資格≫ 

図画 … 岩手県内の小・中学校・義務教育学校・特別支援学校に在籍する児童・生徒 

標語 …岩手県在住の方 

詳細は県庁ホームページでご確認ください。 岩手県 食育 検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 図画・ポスター 最優秀賞 

岩手県立一関第一高等学校附属中学校 千田 風花さんの作品 

 

いわての食育シンボルマーク 

「毎月 19日は食育の日」 

○ 毎年６月は「食育月間」、毎月 19 日は「食

育の日」です。 

 

○ この機会に、普段の食生活や 

地域の食文化をふり返ってみませんか？ 

 

令和３年度 標語 最優秀賞 
大船渡市立末崎小学校 鈴木 福 さんの作品 

 



 

新型コロナウイルス感染症に係る生活衛生関係営業者向け特別相談窓口について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、県内の生活衛生関係営業者の経営に影響が懸念されるこ

とから、公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターでは、相談窓口を設置しています。 

（事業名：生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業） 

 

１ 実施機関 

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター（以下「指導センター」という。） 

 

２ 対象者 

県内の生活衛生関係営業者 

 

３ 相談窓口 

指導センターにおいて、生活衛生関係営業者向けの特別相談窓口を設置し、申込者からの相談内

容に合わせて専門家を派遣します。 

専門家派遣を希望される方は、指導センターホームページ（※ 以下のリンク先）に掲載した、別

紙１「専門家派遣申込書」に必要事項を記入の上、指導センターへ提出してください。指導センタ

ーで相談内容を確認し、日程を調整の上、専門家を派遣します。 

※１ 専門家の派遣にかかる費用は指導センターが負担します。 

※２ １事業者２回までとします。 

 

４ その他 

専門家派遣のほか、県内の経営特別相談員や指導センター経営指導員がフォロー等相談対応を行

いますので、お気軽に指導センターへお問い合わせください。 

 

５ お問い合わせ先 

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター 

〒020-0883 岩手県盛岡市志家町 3番 13号（岩手県美容会館内） 

 電話：019-624-6642 

ファクス：019-654-2741 

電子メール:iwatecenter@seiei.or.jp 

    ホームページ：https://www.seiei.or.jp/iwate/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６月９日はロックの日 

【岩手県の無施錠被害率※】‐2021年‐ 

〇 住宅対象侵入窃盗（空き巣等）     ５８．３% 

 〇 自動車盗               ７０．０% 

 〇 自転車盗               ７５．３%  

〇 車上ねらい                ８３．９% 

※被害総数に占める無施錠での被害の割合 

 

ドロボーは他人が大事にしている物も平気で盗みます。 

ドロボーはコロナ禍でも全然関係なく犯行しています。 

ドロボーの大部分は鍵がかかっているとあきらめます。 

ドロボーに犯行の機会を与えないことが最も重要です。 

 ◇お問合せ先 岩手県 消防安全課 県民安全担当(電話：019-629-6871)  

 



岩手県 消費生活出前講座 検索    

 

  

 

 

 

 

 

 

■対 象 者 県内に在住、在勤、在学の方で概ね 15人以上のグループ。 

■費 用 無料。会場は申込者において御用意ください。 

※県民生活センターの会議室を利用することもできます。 

■実 施 日 平日、午前 10時から午後５時まで。45分から 90分程度。 

■講座内容 「契約トラブル」や「悪質商法への対処法」などの消費生活に関する講座を行っています。 

また、「成年年齢引き下げに伴う契約の基礎知識」など、学生・新入社員を対象とした講座 

にも講師を派遣しています。 

■申込方法 申込書に必要事項を記入の上、実施希望日の 1か月前までに、郵送、ファックス、メール 

で県民生活センターへお申し込みください。 

            申込書は岩手県のホームページをご覧ください。 

■そ の 他 お申込みの重複など、状況によりお引き受けできないこともありますので、あらかじめ 

ご了承願います。 

      詳細については、岩手県立県民生活センターまでお問い合わせいただくか、岩手県の 

ホームページをご覧ください。    

 

 【お問い合わせ・申込先】 

岩手県立県民生活センター 

住所：盛岡市中央通３－１０－２ 

電話：019-624-2586 FAX：019-624-2790 

E-mail：cb0001@pref.iwate.jp 

自治会、学校や企業へ講師を派遣します！ 

派遣費用 

無 料 ！ 


